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休
眠
預
金
に
関
す
る
質
問
主
意
書

金
融
機
関
の
口
座
に
預
け
ら
れ
た
ま
ま
十
年
以
上
取
引
が
な
い
休
眠
預
金
の
活
用
に
関
連
し
て
、
以
下
三
項
目
に
わ
た
り
質

問
す
る
。

一

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
に
お
け
る
休
眠
口
座
の
実
態
に
つ
い
て
、
総
務
省
の
見
解
を
伺
う
。

二

農
協
に
お
け
る
休
眠
口
座
の
実
態
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
省
の
見
解
を
伺
う
。

三

休
眠
預
金
の
資
金
を
公
の
目
的
に
使
用
す
る
こ
と
は
、
預
金
者
の
財
産
権
の
侵
害
に
当
た
り
憲
法
違
反
と
な
ら
な
い
か
。

内
閣
法
制
局
の
見
解
を
伺
う
。

右
質
問
す
る
。


